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設備能力に関する支払停止の流れ

変　　　　　　　　更 現　　　　　　　　行

　　○計画汚泥量全量を 35％以下にできる能力が確認されない場合 　　○計画汚泥量全量を 35％以下にできる能力が確認されない場合

　　

計画汚泥量全量を 35％以下にできる能力が確認されない

県企業庁による改善勧告

事業者による改善計画書の提出

改善計画で示された改善予定日
において改善されない場合

改善計画で示された改善予定日
までに改善された場合

改善予定日を含む期のサービス
購入料の 50％を支払停止とする

契約継続

計画汚泥量全量を 35％以下にできる能力が確認されない

県企業庁による改善勧告

サービス購入料全額の支払停止

改善勧告は２回まで

２回の改善勧告後も、改善されない

場合は、業務担当者の変更を要求

翌期において改善された場合

支払停止の解除（15%減額）

翌期までに改善されない場合

100％減額 及び 支払停止の継続

なおも、改善されない場合

契約解除 又は 契約上の地位譲渡

その後、改善された場合

契約継続

支払停止の解除（減額なし）

その後も、改善されない場合

改善されるまで、支払停止の継続


